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第１章 構想の策定にあたって 
                                                       

  

（１）策定背景  

  

社会は、これまで経験したことのない速さで変化しており、将来の予測が

困難な時代に入りつつある。このような時代、学校教育において子どもたち

が様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働しながら課題を解決していく

力を育成することが重要となっている。そのため知識伝達型教育から思考

力・判断力・表現力などを育成する教育への質的な転換や、いじめ・不登校・

虐待・貧困問題など、子どもたちを取り巻く様々な課題の解決に向け、子ど

もたち一人ひとりに応じた教育がより一層求められている。これら従来の学

校のままでは立ち行かない状況に立ち向かうためには、地域とともにある学

校づくりを推進し、社会が総がかりで子どもを育む必要がある。 

また、本市では老朽化した学校施設や社会教育施設の計画的な更新が求め

られており、市全体で公共施設の総量１５％の削減、特に公共施設の５０％

以上を占める教育施設の削減への具体的な対応が求められている。そのた

め、人口減少と少子高齢化対策、新たな教育課題の解決やまちづくりの観点

を含んだ先進的な取組みを可能とする教育施設への転換が必要である。 

 

 

（３）構想の位置付け 

「泉大津市教育みらい構想」は、平

成１８年に改正された「教育基本法」

がめざす新たな教育理念の実現を目

的とし、国の「第３期教育振興基本計

画」並びに「大阪府教育振興基本計画」

を上位計画としている。あわせて、本

市が策定した「第４次泉大津市総合計

画」に示されている「つながりある学 

（２）構想の策定方針 
 

「泉大津市教育みらい構想」は、一人の子どもが泉大津市で生まれ、育つ

中でしっかりと学び、そして、二十歳を迎えた時どのような自立した人間と

なってほしいのか、また、子どもたちのアイデンティティの確立とともに地

域への愛着が持てるような教育、自分が受けた教育を自らの子にも受けさせ

たいと思える教育について議論したことを踏まえて、２０年先を見据えた構

想として策定された。なお、本構想は、教育学や建築学など様々な領域の専

門家である有識者が、現在考え得る最善策について議論したことを経て策定

されたものであり、本市の今後の大きな方向性を示すものである。 
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（５）策定体制 
 

本構想の策定にあたって、「泉大津市教育みらい構想有識者会議」を設置

した。この会議は、教育に関わる知識や経験を有する関係者並びに就学前教

育・保育、学校教育及び社会教育の現場など多様な立場にある委員の意見を

踏まえた構想を作成するため設置されたものである。 

●「きょういく」できる環境をつくる 

子どもたちは、自ら学び・考え、主体的に判断し、行動し、問

題を解決できる力を身につけていく必要がある。 

●「じりつ」できる人を育てる 

すべての市民が、自ら課題探求に取り組み、判断し主体的に行

動する。まちづくりの課題に取り組み、持続的な社会をつくる

人を育てる。 

●「そうぞう」できる力を高める 

ふるさと泉大津を想い、自らの成長と発展をめざし、夢や希望をもって自由に発想

する力を高める。豊かな歴史的・文化的資源を生かした学びを創り出し、 

生涯にわたって学びや楽しみを共有する地域学習社会を創造できる力を高める。 

（４）泉大津市の教育がめざすもの 
 

泉大津市教育みらい構想は、泉大津市教育振興基本計画が示す次の３つの

基本方針をめざすべき方向性とするものである。 

 

びと育ちを大切にするまち」、「すべての世代が学びあい育ちあえるまち」な

どの教育に関する基本的方向性や、平成２８年３月に泉大津市が教育方針を

定める際の指針として策定した「泉大津市教育振興基本計画」に掲げる「つ

ながりからはじまる学びの環」の基本理念に基づいて、本構想は策定された。 
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第２章 泉大津市における教育のこれまでの取組み   

  

（１）就学前での取組み 
 

本市教育の特徴の一つが就学前教育・保育の取組みである。１小学校区に

１公立幼稚園を整備し、昭和４６年度から２年保育を、平成１１年度から３

年保育を開始した。また、長時間保育や長期休業中における預かり保育など

多様な保護者ニーズにも積極的に対応してきた。 
しかし、少子化が進む中、総園児数がピーク時の平成１５年度１，４３７

人、５７クラスから、平成２５年度は８８６人、４４クラスまで減少した。

これら子どもを取り巻く環境の変化、多様化する子育てニーズにできる限り

対応するとともに、子どもが安全で安心して過ごすことができる充実した教

育・保育環境の再構築をめざし、平成２５年４月に幼保一体化検討委員会を

設置した。その結果、幼稚園と保育所がこれまで担ってきた役割や実践内容

を基本としつつ、それぞれの良さを生かしながら、就学前の子どもに対して

発達段階に応じた質の高い教育・保育を提供するために、既存の施設を再編

した認定こども園の整備が進められた。 
 

（２）学校教育での取組み 
  

学校教育には、解決すべき様々な課題が累積しているが、それらの課題の

中で本市においては、特にいじめ・不登校・学力向上等に係る取組みを進め

てきた。 

まず、いじめについては、教職員一人ひとりが抱え込まずに組織で対応す

ることを大前提に、些細な事実から把握し、解消率１００％をめざす取組み

を推進してきた。そうした取組みによって認知件数は急増し、現在は、被害

児童・生徒はもちろん加害児童・生徒への継続的な見守りも含めて取組みの

充実を図っている。さらに、いじめの未然防止に向けて、児童・生徒の自己

肯定感・自己有用感を育むための取組みも推進している。 

不登校については、小学校から中学校への進学段階で大きく増加し、この

間、出現率は高止まりの状況が続いており、国、大阪府の出現率を上回って

いる。そこで、平成２９年度から月に３日以上の欠席児童・生徒について学

校から教育委員会への報告義務を課すなど、教職員の意識向上とともに早期

発見・早期対応に向けた取組みも進めている。 

学力向上については、小学校で中学校の教員が校区小学校の高学年を中心

に行う専科指導や少人数・習熟度別指導、市単費の少人数指導教員の配置な

どを行ってきた。それに加えて、新学習指導要領に向けて「主体的・対話的

で深い学び」の視点からの授業改善を展開しているところである。 
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（３）社会教育での取組み 
 

新学習指導要領においては、「社会に開かれた教育課程」がキーワードの

一つになるなど、社会教育の果たす役割がますます重要となっている。 

本市では、平成２５年度から、社会教育の体制強化を図るため、大学連携

事業によって新たな知見の活用を図るとともに社会教育の専門職である社

会教育主事の配置を推進してきた（平成３０年度時点で５名）。 

社会教育委員会議については、連携大学より社会教育、文化、スポーツの

分野から３名の学識経験者と公募市民１名を加え、当該会議での議論の充実

を図ってきた。 

また、社会教育団体活動については、行政主導から市民協働としての活動

への転換を図るとともに、各団体の自主運営化への支援を行った。 

さらに、イベントの企画や運営に若者が参画する仕組みづくりや市民ボラ

ンティアによる学校図書館の地域開放事業並びに総合型地域スポーツクラ

ブの設立など、市民と協働した取組みの展開を図ってきた。平成２６年度か

らの３年間は「生涯学習フォーラム」を開催し、生涯学習推進計画の策定に

向けた取組みを進めるとともに、これらの新たな社会教育活動の情報発信を

行った。平成２９年３月に、社会教育を中心とする行動計画である生涯学習

推進計画〔学習成果を生かしたまちづくり〕を策定し、現在、本計画に記載

されている施策について推進を図っている。 

特に、読書活動の推進については、現図書館を泉大津駅前のアルザ泉大津

に移転する準備を進めており、読書量日本一のまちづくりに向けた環境整備

を整えているところである。 
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（４）就学前と小中高等学校との連携の取組み 
  

就学前においては、平成２６年度、市内幼稚園２園において、保育内容の

充実のために、文部科学省調査研究事業を受託し、大学研究者とともに「接

続期カリキュラム（アプローチカリキュラム並びにスタートカリキュラム）」

の研究を推進した。小・中学校においては、学力向上をはじめとして、小中

連携の必要性が重要視されてきたことを受け、平成２４年１１月に「小津中

学校区小中連携推進協議会」を立ち上げた。そして、その年度末に、大阪府

教育委員会が中学校から小学校への乗り入れ授業を推進したことを受け、平

成２５年度から当時の研修主任である数学科教員をはじめとした中学校教

員を年度ごとに校区小学校に派遣した。その上で、平成２５年度以降は、全

中学校区で「小中連携推進協議会」を立ち上げ、乗り入れ授業の充実や生徒

指導、学力向上をはじめ様々な切り口での小中学校合同担当者会を開催させ

るなど、各校において様々な取組みを行った。 

また、中学校と高等学校との連携についても、本市から進学する生徒が多

い近隣の府立高校４校、府立支援学校１校と、本市中学校３校とで、「泉大

津市隣接中高連携推進協議会」を立ち上げ、相互の授業見学や合同研修、高

校教員による中学生への出前授業、卒業生による高校紹介などの取組みを行

ってきた。これらの取組みにより、教員の相互理解・資質向上とともに生徒

が夢を持って自らの進路について主体的に考える力の育成を図っており、高

校段階での中退防止においても一定の効果を示している。 

平成２７年度には、文部科学省教育制度改革室室長補佐を２度にわたって

本市に招聘し、管理職研修及び全体教員研修会を通して小中連携・一貫教育

に係る有効性とその理解促進を図るなど、泉大津市教育振興基本計画の基本

理念「つながりからはじまる学びの環」の実現に努めてきた。 
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〇：学校教育の取組み 

▲：就学前教育・保育の取組み 

□：社会教育の取組み 

一貫教育推進と社会教育のつながりに係る取組み 
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第３章 泉大津市の課題 
            

  

（２）いじめ：いじめを見逃さない体制づくり  

 

いじめの件数の呼称が「発生件数」から「認知件数」に改められ、いじ

めの定義についても大きく変わったことを受け、本市においても子どもの

安全・安心を確保するためにも、軽微なものからいじめと「認知」し、そ

の事案を「解消」すること（解消率１００％）をめざして取組みを進めて

きた。今後もいじめ事例の深刻化や再発の防止とともに、学校全体で情報

を共有する仕組みづくりや小・中で一貫した生徒指導方針により、いじめ

の解消に向けた事例の見守り・引継ぎを含む組織体制の充実を図る必要が

ある。 

（１）学力の向上：系統性のある学び 
 

 

教員の授業改善への意識向上をはじめ、市内の小学校における中学校教

員の乗り入れ授業（専科指導）の実施や少人数・習熟度別指導などの取組

みを通して、全国学力・学習状況調査（小６）の結果が全国平均と同等ま

で上昇するなど、成果が現れている。その一方で、中学校については、依

然として全国平均を下回っており、学校全体での授業改善に向けた取組み

のさらなる充実が求められる。 

また、小学校から中学校９年間を見通したカリキュラム開発をはじめと

する系統的な学びに関する研究を進めるとともに、小・中学校教員の共通

理解のもとで取組みを進めていく必要がある。 

 
全国学力・学習状況調査結果 

小学校 中学校 
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（３）不登校：中１ギャップが顕著 
 

小学校から中学校への進学段階で不登校の出現率が大きく増加し、この

割合は国及び大阪府と比べても高い。その背景の１つとして、中１ギャッ

プが考えられる。本市においても、「魅力ある学校づくり」のもとで居場所

づくりや児童・生徒同士の絆づくりをめざした各種取組みを行ってきた

が、なかなか結果に結びついていない現状がある。今後は、不登校者数に

ついて「新規数」と「継続数」に分けてとらえ直すとともに、「新規不登校

を生まない取組み」を意識して行う必要がある。 

 
不登校児童生徒の出現率と中１ギャップ 

中学校いじめの認知件数 小学校いじめの認知件数 

また、学校生活を通して、子どもたちにいじめを許さない意識醸成や関

係づくりを行っていくことも大変重要である。 

 
いじめの認知件数 
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（４）就学前と小学校との連携：取組みの全市拡大 
 

接続期カリキュラムについては、上條小学校区で試行的に実施された取

組みから円滑な環境の移行の実現と小１プロブレムの解消といった具体的

な成果が見られる。しかし、この成果を全市域に拡大し発展・定着させる

点については、各校園における連携の度合いや取組みへの意識において格

差が見受けられるのが現状である。「１年生ひろば」などの活動スペースの

確保や教員免許を含めた制度上の課題解決も求められるが、まずは学校園

全体で、接続期カリキュラムの有効性について共通認識するとともに、年

間を通じた検証サイクルの実施が強く求められる。 

 

（６）公共施設の適正配置：１５％の削減 
 

公共施設は、人口急増期に集中的に建設され、現在老朽化が著しい学

校施設や社会教育施設の計画的な更新が課題であり、これからの新しい

学校では、多目的スペースの設置や地域開放、地域利用をめざす必要が

ある。 

また、市全体で公共施設の総量１５％の削減、特に公共施設の５０％

以上を占める教育施設の削減へ向けた具体的な対策を考える必要があ

る。 

（５）地域とともにある学校：コミュニティ・スクールの推進 
 

平成２９年度から設置が努力義務となったコミュニティ・スクール（学

校運営協議会を設置する学校）の立ち上げ期においては、方向性の確認と

具体的な仕組み、体制の確立が必要となる。そこで、本市において、これ

まで３中学校区における教育コミュニティ推進事業（すこやかネット）に

よる取組みの充実を図ってきた経緯も踏まえ、これらの取組みを大切にし

ながら、コミュニティ･スクールによる学校と地域の連携強化を図り、地域

とともにある学校づくり、地域住民が積極的に参加できる協働体制の構築

をめざす必要がある。 
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第４章 小中一貫教育とコミュニティ・スクールに 

関する調査研究 
  

（１）意識調査 
 

① 調査の概要 
 

平成２９年６月、本有識者会議委員の冨田前教育長は、兵庫教育大学教職

大学院小西教授と諏訪准教授との共同研究としてアンケート調査を実施し、

小中一貫教育とコミュニティ・スクールに対する学校関係者・保護者・地域

住民（以下、「３主体」という。）の意識を調査した。 

調査は、学校関係者として本市全小中学校の校長・教頭・主幹教諭３３名、

保護者として本市ＰＴＡ協議会役員２２名、地域住民として市内全自治会長

７７名を対象とした。 

調査項目は、学校運営、学校支援、地域貢献から成る全１５項目とし、回

収率は、学校関係者３３／３３（１００％）、保護者１６／２２（７２．７％）、

地域住民５２／７７（６７．５％）だった。 

学校と地域に関する学校関係者・保護者・地域住民の意識：一元配置分散分析 

選択肢は、「4 そう思う」～「1 そう思わない」の 4 段階 

学校関係者   保護者   地域住民 
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  ②調査結果 

 

●地域から学校への協力については、授業などの教育の充実につながること

は認識しているが、実践面では、まだ十分に定着していないという認識が

ある。学校から地域への協力については、地域行事への積極的参加や地域

ニーズの把握などが不十分との認識を持っている。 

●自治会長は学校に対し、より一層の情報発信と地域コミュニティや活動を

活性化するための積極的な働きかけや刺激を期待している。 

●小中一貫教育推進の取組みとして「地域住民、保護者、学校関係者による

推進協議会などの設置」、「コミュニティ・スクールの推進」という回答が

最多であった。 

●３主体とも学校教育に肯定的な意識をもっており、特に「地域と学校が協

力することで学校も地域も良くなる」と認識している。 

●学校関係者は、管理職研修や教員研修を繰り返し実施しているが、小中一

貫教育、特にコミュニティ・スクールに関しては、態度が消極的であり、

理解が不十分である。 

●従来の学校と地域の組織体制では連携が困難であるという認識がある。 

③調査の考察 
 

■３主体の意識の差をみると、学校運営と地域貢献では学校関係者と地域住

民との差が大きく、改善の余地が見られる。 

■地域住民も自治会関係の特定の住民以外はそれほど地域行事に参加でき

ていない状況にあることから、学校から地域に対する、より一層の情報発

信と学校関係者への地域行事への積極的な参加により、今後、多くの住民

の参加を促す可能性が考えられる。 

■３主体とも互いに協力し合うことで学校教育のみならず地域全体が良く

なるとの認識があることからも、本市に相応しい小中一貫教育とコミュニ

ティ・スクールの導入は、学校も地域もさらに良くなる可能性がある。 

■しかし、小中一貫教育とコミュニティ・スクールについては、ほとんど理

解が進んでおらず、教職員の能動的な関与と理解を進める意識改革などが

求められる。 

■従来の学校と地域の組織体制では連携が困難であるという認識があるこ

とからも、コミュニティ・スクールをはじめハード・ソフトの両面で地域

連携型の学校づくりが求められる。 
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（２）先進事例の調査 

小中一貫教育とコミュニティ・スクールは、成功例とともに失敗例も見ら

れる。「そもそも何のために小中一貫教育をめざすのか、いま一つ明確でな

い取組み事例がかなり多い」といった指摘がなされることが多い。そのよう

な中、先進事例（自治体、学校）では、小中一貫校もコミュニティ・スクー

ルも、何のためにそのことに取り組むのかという明確な目的がその後の成果

に結びついたものと推察される。すなわち、明確な目的や適切な方法の採用

などによって、いじめや不登校に代表される中一ギャップ、9年間一貫した

カリキュラムによる学力向上、社会に開かれた教育課程や教職員の意識改

革、働き方改革に寄与する可能性が高いと言える。 

 



14 
 

     



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）平成３０年度 学校運営協議会の設置・拡充に向けた調査

研究事業 
 

前述の本市が実施した意識調査からも「地域と学校が協力することで学校

も地域も良くなる。」ということに高い肯定的意識を有しており、学校運営

協議会によるコミュニティ・スクールの実施に大きな可能性が感じられた。

そのため、これまで導入をめざしてきた就学前教育・保育も含めた小中一貫

教育に加え、コミュニティ・スクールをも導入したまちづくりの核となる新

たな学校づくりをめざすことが有効であると判断し、平成３０年度文部科学

省「学校運営協議会の設置・拡充に向けた調査研究事業」に応募し、採択さ

れた。 

調査研究の結果、先進校では小中一貫教育とコミュニティ・スクールの取

組みを同時あるいはどちらかを先行して取り組んでいることがわかってき

た。そこで、本市では平成３０年度内にコミュニティ・スクールを先行実施

するため、まず学校運営協議会を立ち上げ、学校運営協議会の議論の場も活

用しながら、小中一貫校さらには義務教育学校について検討を進めていくこ

とが有効と判断した。なお、小中一貫教育もコミュニティ・スクールも同一

モデル校区である小津中学校区で推進することとする。 

文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き」より 
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（４）コミュニティ・スクールの有効性について 
 

大阪府では、平成１２年から市町村教育委員会と連携し、府内のすべての

中学校区（政令市を除く。）で、「０歳から１５歳までの子どもをおらが村の

子どもたちとして地域で責任を持とう」とのスローガンのもと、「地域教育

協議会」(すこやかネット)事業を開始した。さらに、平成２０年度からは、

「学校支援地域本部事業」が、平成２３年度からは、「学校支援地域本部」

「おおさか元気広場」「家庭教育支援」の３つの教育支援活動の中から市町

村が選択して取り組む「教育コミュニティづくり推進事業」が展開されてい

る。教育コミュニティとは、「教育や子育てに関する課題を学校、家庭、地域

の団体・グループなどが共有し、課題解決に向けた協働的な取組みを展開す

る共同体」を意味しており、これまで学校が背負い過ぎた様々な課題に対し

家庭や地域も応分の役割を果たすという考え方に基づいている。 

コミュニティ・スクールの設置は、初期の段階において、スクール・ガバ

ナンス(※1)による学校の管理運営の改善が強調されるなど、「学校改善」の

文脈で語られたこともあり進んでこなかったが、現在ではソーシャル・キャ

ピタル(※2)の充実の視点からのコミュニティ・スクールが多く出てきたこ

と、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、コミュニティ・

スクールの設置が努力義務化されたことなどにより、コミュニティ・スクー

ルの導入が全国的に進むことが推察される。 

また、学校をプラットフォームとした様々な取組みが推奨されている中、

「教育コミュニティづくり」が学校を核としている点からも、これまで培っ

てきたものを基盤として、本市においてもコミュニティ・スクールを導入す

ることが有効であると考えられる。その上、学校運営協議会において、地域

住民が学校の課題を共通認識し、協働して取り組む体制を整備することによ

り、今より主体的なかかわりが得られるなど、学校を核とした地域全体の活

性化が大いに期待される。 

 

(※1)スクール・ガバナンス:「学校運営課程に保護者・地域住民などの多様なステイク・ホルダーが

参画し、学校との相互協力を図りながら学校改善のアイデアの創出に努め、モニタリングと評価

を通して自律的学校経営をめざす考え方」 

(※2)ソーシャル・キャピタル:「社会・地域における人々の信頼関係や結びつきを表す概念。抽象的

な概念で、定義も様々だが、ソーシャル・キャピタルが蓄積された社会では、相互の信頼や協力

が得られるため、他人への警戒が少なく、治安・経済・教育・健康・幸福感などに良い影響があ

り、社会の効率性が高まるとされる。直訳すると社会資本だが、インフラを意味する「社会資本」

とは異なる。」 
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コミュニティ・スクールの主な３つの機能 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47条の 6】 

 

文部科学省 HP「コミュニティ・スクール」より 
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（５）小中一貫教育の有効性について  
 

平成２６年の文部科学省による小中一貫教育を実施している全国の自治

体及び公立小中学校を対象とした調査（以下、「実態調査」という）によれ

ば、「中一ギャップの緩和など生徒指導上の成果」「学習指導上の成果」「９

年間を通して児童生徒を育てるという教職員の意識改革」の３項目につい

て、「小中一貫教育推進のねらいとしている。」との回答が自治体及び実施校

ともに９０％を超えている。このことからも、小中一貫教育の導入は本市に

おける先述した諸課題を解決するための効果的手段になると考えており、本

市の特性・状況を鑑みた上での小中一貫教育の制度化を構想・推進すること

によって、その有効性が期待される。 

 

文部科学省「小中一貫教育等についての実態調査」より 
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第５章 泉大津市でめざすみらいの教育 
 

  
（１）地域とともにある学校をめざすこと 

子どもたちを取り巻く環境や子育て・教育の課題は複雑化・多様化してお

り、本市においても、学校が単独で改善・解決できる範疇を超えたものが多

くなっている現状がある。子どもたちの健全な育成を図るとともに、学校が

様々な課題に直面しながらも安定した学校運営を円滑に行っていくには、学

校と地域が課題と目標を共有し、両者が密接に連携することが何よりも効果

的であると考える。 

本市においてコミュニティ・スクールを導入することにより、地域住民が

教育課題の解決に向けて、学校とともに取り組むという意識の向上が見込ま

れる。このことは、学校教育活動全般においての協力体制が得られるという

ことよりも、何より地域住民が主体的・積極的に学校支援に関わることがで

きる点が大きい。 

これまで、ともすれば学校からの発信を待つなど、受け身だった地域住民

が「学校支援のために自分たちは何ができるのか」を自ら積極的に考えるよ

うになることは、地域住民のやりがいや自己有用感の向上につながるものと

考えられる。 

 

文部科学省 HP「コミュニティ・スクール」より 
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また、地域住民が主体的に学校へ働きかける存在に変わることで、学校並

びに教職員の負担感は大幅に軽減され、教員は子どもたちの授業並びにかか

わりに注力することができる。 

その上、９年間を通じた小中一貫教育を推進することにより、地域ぐるみ

で子どもたちの学びを支える環境整備への意識がより一層強固となり、地域

力の向上とともに地域の活性化にもつながる。 

このような学校と地域の連携・協働に育まれた子どもたちは、地域に愛着

を覚え、地域のために貢献しようとする大人への成長が期待できる。その地

域の核としての学校は、就学前教育・保育と社会教育との連携を視野に入れ

ることによって、さらなる可能性が広がるものと考える。 
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  国の実態調査によると、小中一貫教育に取り組む学校のうち就学前と小学

校の接続を見通した教育課程の編成・実施に至っていない例が全体の９割を

占める。このような就学前教育・保育との一貫性の推進に関する課題がある

中で、本市はこれまで就学前教育・保育と小学校教育との連携・接続に力を

入れて、継続的な取組みを展開してきた。 

新幼稚園教育要領・新保育所保育指針並びに新幼保連携型認定こども園・

保育要領では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」が共通して

示されている。就学前教育・保育で育んだ「学びの芽生え」をいかにスムー

ズに小学校が学校教育の中に引継ぎ、さらに資質・能力の育成につなげてい

くか、が求められており、本市の小中一貫教育に就学前教育・保育との連携

を視野に入れることは、これまで研究してきた接続期カリキュラムの真価を

結実させる場を設けることであり、子どもたちの資質・能力の育成に大きく

寄与すると考える。 

また、施設面の充実にともない、内容や時期によっては５歳児の指導の場

を主として小学校に設けることも可能になるなど、接続期カリキュラム（特

にアプローチカリキュラム）の実践をより自然な形で展開できる可能性があ

る。幼小一体に関しては、任命権者の違いなど解消しなければならない制度

的な問題はあるが、人事交流が大変有効であるとの見解も示されており、さ

らなる発展に向け、運営体制について研究を続けていく必要がある。 

小中一貫教育については、「各教科・領域における９年間の計画的・系統

的な学び」を実現することが何よりも重要である。平成２５年度より全中学

校区に設置した「小中連携推進協議会」のもとで進められてきた小・中学校

教員の交流を基盤として、新学習指導要領に示された「子どもの資質・能力

の育成」に向けて、めざす子どもたちの姿を小・中学校教員が共通の目標と

して取り組むことはとても意味のあることであり、もたらされる効果は大き

いと考える。 

本市の小中一貫校については、開始段階では施設分離型であることが予想

されるが、施設一体型の小中一貫校においては、そこを拠点として教職員の

相互理解や様々な取組みが飛躍的に進むとされている。このような実績が施

設一体型の小中一貫校に見られるという点を踏まえながら、学校施設の更新

時期が迫っているこの機会に施設一体型の良さも視野に入れた検討が必要

であると考える。 

 

（２）就学前と小中学校の連続性のもと０歳から１５歳までの学

びを保障する計画的、系統的な一貫教育を推進すること 
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小中一貫教育を推進する中で、「めざす子ども像」を中学校区で共有し、

教育課程や支援体制を含む日々の授業につながる「グランド・デザイン（学

校スクールプラン）」を構築していくことは、新学習指導要領において示さ

れたカリキュラム・マネジメントを実施することにもつながり、全教職員の

共通認識を促進するものとなる。 

また、教職員が「小学校」「中学校」という区別した意識ではなく、「小中

９年間」というまとまりで子どもの教育に携わるという意識に変わること

で、より連続かつ充実した教育環境の整備につながると考えられる。 

児童・生徒においても、義務教育終了段階の「先輩の姿」を普段の生活や

行事において見ることができる点、異学年交流を活発に行うことによって、

下級生の安心感や上級生の自己有用感の醸成に寄与できる点、９年間の連続

した学びの中で「中１ギャップ」の解消が見込まれる点など、考えられる効

果は大きい。 

こうした小中一貫教育の取組みを、モデル校区での成果と課題を踏まえ

て、将来的には全市域に小中一貫校を拡充していくべきと考える。さらに、

就学前施設と連携した取組みによって「小１プロブレム」の解消も見込まれ

ることも含め、０歳から１５歳までの発達段階に応じたきめ細かな学習と活

動機会の提供並びに１５年間の切れ目ない学びを実現することは、今求めら

れている教育の体現につながるものであり、より一層の充実に向けて取組み

を推進する必要がある。 
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（３）新しい学校像にふさわしい施設の検討 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

①施設形態の比較 

● 前提となる条件 

・学校規模が大き過ぎると一貫校としての運営よりも小・中学校、各々の

運営に偏ってしまうので、小中の連携が難しくなる。そのため学校規模

は標準規模（学年あたり２～３クラス）以下が望ましい。 

・一貫校の規模に応じた敷地が必要である。 

・現状の各学校規模での、統廃合は、メリットよりもデメリットを引き起

こす可能性が高い。また、地域拠点としての学校づくりのためにも現時

点では、小学校の統廃合は考えない。 

・コミュニティ・スクールを推進するためにも安定した学校と地域の関係

を継続することが必要である。 

・小中学校間の活動の連携を高めるための学校施設について、施設形態と

して、先進事例などから８パターンを抽出し、それぞれの特性について

比較検討を行った。施設形態の８パターンの比較は下表のとおりである。 

先行事例より施設形態を抽出 

〇：良い 

△：やや良い 

▲：ふつう 

×：悪い 
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施設形態の分類として、「施設一体型」「隣接型」「施設分離型」のうち、「施

設一体型」が小中学校間の活動の連携など様々な面で最も効果が高いと考え

られる。 

地域拠点としての学校、コミュニティ・スクールとの整合性、校区再編の

困難さなどから、施設一体Ⅱ型と施設一体Ⅳ型は、施設形態の候補から外し、

抽出したものが下図の６つである。 

本市の中学校区における小中一貫校の施設形態の候補として「一体型＋分

離型」、「施設一体Ⅰ型」、「施設一体Ⅲ型」の３つが考えられる。 

今後、３中学校区それぞれの児童・生徒数の減少、中学校区でのまとまり

など、その中学校区ごとの特色に応じた施設形態を地域とともに検討する必

要がある。 

②適切な施設形態の検討 

施設形態の候補 
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小津中学校区は、２つの小学校が校区を等分する形で配置されているた

め、現小学校区を単位とし、中学校を分離し積み上げる「施設一体Ⅰ型」の

パターンが小津中学校区の施設形態として一番適していると考えられる。 

小学校区単位に設置することで、地域とともにある学校をめざすコミュニ

ティ・スクールとの親和性も感じられ、極めて効果が高いものと考えられる。 

また、公共施設の老朽化に対し、一定規模で既に耐震化もできている学校

という施設が、各地域に残るため発災時の地域防災拠点としての効果が期待

できる。 

さらに学校施設は一つひとつが少しずつ大きくなるが中学校を削減する

ことで、財政的効果も見込める。 

③モデル校区での施設形態について 

 

２クラス／学年 
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（４）新しい学校像の実現への方向性  

① 就学前教育・保育と小学校教育との連携の全市拡大 

就学前教育・保育と小学校教育との連携プログラムを全市的に実施するた

め、接続期カリキュラムをさらに発展・充実させ、特に小学校において運営や

組織体制の充実と安定による質的向上を図る。 

（具体的な取組み） 

・就学前教育・保育の学びの活動が安定的に確保された小学校での 

居場所づくり                           

・全市拡大に向けての組織的・持続的な仕組みづくり 

②小中一貫教育の推進 

小中学校間のスムーズな連携や一体性・連続性を確保する小中一貫教育を

全市的に展開するため、カリキュラムの開発・評価・改善や指導方法の開発、

教員の専門性の向上を図る。また、指導方法の質的向上に向け、学校間での横

断的な研究組織・体制を構築し、連携・情報交換を進める。 

（具体的な取組み） 

・9年間の一貫した組織体制とカリキュラムの構築              

・学校間の横断的な連携の仕組みづくり 

・全ての教員の専門性向上にむけた研修のさらなる充実と意識の醸成 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校）による学校と地

域の活動の活性化に向けた相互連携・相互支援・交流を推進するため、学校運

営協議会を中心に学校と地域が目標を共有するとともに、両者の活動拠点と

なるよう学校教育の場と社会教育の場の融合を図る。 

（具体的な取組み） 

・地域協働による学校支援と地域貢献の仕組みづくりと組織づくり 

・地域連携を視野に入れたカリキュラムによる「共育」の場づくり 

③コミュニティ・スクールによる相互連携・相互支援・交流の推進 
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第一段階として、小津中学校区（上條小学校、条東小学校、小津中学校）を

モデル校区として、小中一貫教育とコミュニティ・スクールを推進する。 
（具体的な取組み） 
・２０２０年度より小津中学校区で分離型の小中一貫教育の実施をめざす 
・小中一貫カリキュラムづくりを推進するためのコーディネーターの配置                           

・コミュニティ・スクールの効果的実践と地域への情報の発信 

④モデル校区の小中一貫教育とコミュニティ・スクールの推進 

小中一貫校化を進めるにあたり、敷地・校舎面積、施設の老朽度、通学の利

便性、中学校区でのまとまり、就学前施設との位置関係、施設一体型など各校

区に適した施設形態や配置について、学校運営協議会の場を中心に協議を行う

など、地域協働により小中一貫校への転換をめざす。 
（具体的な取組み） 
・モデル校区を基本にして、より適切な施設形態について学校運営協議会で検

討をはじめる                            

・地域協働による小中一貫校の計画方針・方向性の検討 

⑤小中一貫校の施設形態の検討 

多様な学習活動に対応するよう就学前施設と学校教育施設の融合、学社融合

（学校教育施設と社会教育施設の複合化）の検討を進める。 

（具体的な取組み） 

・施設全体を学びの場とする「ユビキタス（いつでも・どこでも）」な取組み

を可能とする活動空間の確保                         

 

⑥多様性を生かした施設形態の確保 

泉大津市公共施設適正配置基本計画との整合性を図りながら、教育施設の総

量削減に資する教育施設の再配置、施設の複合化を検討する。 
（具体的な取組み） 
・現段階では、小学校の統廃合は考えず、将来的な児童・生徒数の減少や変動

への対応を検討する 

・中学校を小学校へ分離統合するうえでの課題の検討 

⑦泉大津市公共施設適正配置基本計画への対応 
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